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第 8回 企業組織再編 
 

 
 

会計と経営のブラッシュアップ 

平成 26 年 11 月 17 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、企業会計基準及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。(企業組織再編の会計と税務 山田淳一郎監修 H22.10 税務経理協会刊)  
(企業買収・グループ内再編の税務 佐藤信祐外著 2010.11 中央経済社刊)(事業再生の法務と税務 太田達也著 H25.6 税務研究会刊)  
 
Ⅰ 企業組織再編による事業再生 
 

 

１．事業再生の諸手法、譲渡(分離)側と取得側からの検討(税務、会計、経営) 
 

区 分  内 容  メリットとデメリット 
     

(1)事業譲渡  ① 営業(財産)の一部又は全部の譲渡  ① 設計がしやすい 
  ② 契約による取引行為  ② 簿外債務リスクが少ない 
  ③ 個々の財産の譲渡  ③ 許認可の引継ぎの困難 
  ④ 株式の譲渡の方法  ④ 事業譲渡価額の決定 
  ⑤ 営業権の計上  ⑤ 消費税の課税 
  ⑥ 充分な再建計画の必要性  ⑥ 資産譲渡益の処理 
     

(2)分 割  ① 個別の取引でなく、包括的な  
 資産負債の移転(包括承継) 
② 第 2 会社方式の活用 

 ① 個別の同意は不要 
② 許認可手続の容易化 
③ 重畳的債務引受を行う方法 

  ③ 適格、不適格の区分  ④ 簿外債務の承継リスク 
  ④ 営業権(資産調整勘定等

の発生)の計上 
⑤ 移転資産の範囲 

 ⑤ 消費税、不動産取得税、

登録免許税 
⑥ 資産譲渡益の処理 

   

  ⑥ 充分な再建計画の必要性   
     

(3)その他の方法  ① 債権放棄 
② 増減資 
③ DES 
④ DDS 
⑤ 株式交換、株式移転 

  

 
 

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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(1)事業譲渡(TG)(AM)(TO) 説 明 

 

 
A 社    A 社又は新 A 社  A 社が B 社の事業

(財産)の一部又は全

部を買収する(AM) 
(原則として A 社、B
社の株主総会の特別

決議が必要) 

  (甲事業) 
   

B 社  B 社 
(甲、乙事業)  (乙事業) 

   
  B 社は解散、

清算する場

合が多い 

清算年度（解散後）

の譲渡も可（除建設） 
譲渡損益は清算年度

とできる 
(B 社の免許、甲事業等一部のみを取得したい時は、不要な乙事業等を他に

譲渡し、B 社株式等を譲受ける方法もある) 
 
 
 

(2)-1 会社分割 (OS)(NK)(KH) 
 

A 社     新株主  ① A 社事業(財産)を
B 社に分社分割 

② A 社は B 社株式を

B 社に無償譲渡又

は新株主に譲渡 
③ 新株主が B 社株式

の買取及び出資 
④ B 社の事業が弁済原資  
⑤ A 社は清算 
⑥ 別に無対価(分割、合併) 

(分割法人)     
↓     

B 社   B 社  
(分割承継法人)     

（建設業免許の引継は、A 社解散後ではできない） 
 
 

(2)-2 会社分割 (DK､DW) 
 

A 社    新株主  ① C 社を新設する 
② C 社が事業免許取得  
③ A 社の甲事業を C

社に吸収分割 
④ 分割損益はA社の

分割年度 
⑤ A 社は清算 

(分割法人)    
↓    

(甲事業の分割) → C 社  
    
    

 
  

金

銭

等 

甲

事

業 

100％ 
100％ 

出

資

等 

B
社

株

式 

100％ 
100％ 
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２．第二会社方式 (OS、DK など)による事業再生 
 

 

旧会社  承継会社(第二会社)    
     
事業の移転 → 収益性事業の承継  → 営業継続、営業権償却 
(会社分割・事業譲渡等)   (資産・負債・営業権等)    
↓     
残務整理後解散・(特別)清算等   
 
 

(1) 移転先の第二会社(承継又は新設会社)へ、会社分割や事業譲渡により、収益

性のある事業を移転させて事業を継続して行く手法である。合併は余り利用

されない(事業の取捨選択と旧会社分離ができないため) 
 

(2) 移転元の旧会社は、他の事業等を停止し、残務整理を行い、解散・清算する

場合が多い。(従ってグループ法人税制の簿価譲渡は使いにくい) 
 

(3) 重要なポイント 
 

① 移転した事業の価値に見合った時価の計算（資産・負債及び営業権） 
② 新設会社の債権者(特にメインバンク、株主、従業員等)の理解を得ること  
③ 残された旧会社の債権者の理解(債権放棄等)を得ること(民法 424) 
 

(4) 事業譲渡は、譲渡代金がキャッシュで譲渡会社に流入し、それが債権者への

弁済原資となるのに対し、会社分割の場合は、交付を受けた新会社株式をス

ポンサーに譲渡し、現金化する。スポンサーからの増資引受けの場合もある。

ともに主たる回収・弁済原資は継続事業の収益性である。 
 

(5) 第二会社方式の成功のポイント 
 

① 移転する事業の収益性 
② 両社債権者に対する説明と理解 
③ スポンサー企業に対する説明と支援 
④ 経営責任の明確化（債権放棄、退陣等） 
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(6) 税務上の取扱い 

 

① 事業譲渡の場合 

(ｲ) 資産調整勘定(営業権)は、60 ヶ月で損金算入(償却)する 
逆に負債調整勘定は、60 ヶ月で益金算入する 

(ﾛ) 消費税法上の譲渡等に該当する 
(ﾊ) 不動産の移転登記に伴い登録免許税が課される 
(ﾆ) 譲受会社に対して、不動産取得税が課される 
 

② 会社分割の場合 

(ｲ) 非適格分割となる場合が多い 
(ﾛ) 時価での分割(譲渡)となる 
(ﾊ) 資産調整勘定、負債調整勘定(営業権等)は 60 ヶ月で償却される 
(ﾆ) 消費税法上の譲渡に該当しないため、課税対象外取引となる 
(ﾎ) 一定の要件を満たせば、不動産取得税は課されない 
(ﾍ) 所有権の移転登記に対する登録免許税については、軽減措置あり 

 
(7) 消費税法上の取扱い 

 

旧会社が新会社株式をスポンサー企業に譲渡する場合に、この取引は消費税

法上の非課税取引に該当する。 
したがって、株式の譲渡価額の 5％について、非課税売上として考慮のこと 
 

(8) オーナーの所得税法上の取扱い 
 

(ｲ) オーナーが私財提供した時 
平成 25 年度の改正により、一定の要件を満たしているときは、譲渡課

税は適用されない 
(ﾛ) 求償権を行使できない時 

一定の場合、貸倒損失となる(所基通 64-1、51-11) 
(ﾊ) 上記(イ)、(ロ)について法人が事業を継続している時 

H14.12.25 付 中小企業庁からの照会 
 

(9) 仮装経理を行っていた場合の取扱い 
H22.10.6 法人税質疑応答事例 
(ｲ) 実在性のない資産の発生原因が明らかである場合 
(ﾛ) 実在性のない資産の発生原因が不明である場合 
 

(10) 親会社の解散・清算でなくて、100％子会社を解散等する場合は、存続する

親会社の 100％化のタイミングによる貸倒損失、繰越欠損金の引継、子会

社株式の償却損に注意する。 
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３．その他の組織再編の概要図 

 
 

(1)債権放棄 説 明 
 

旧債権者  債 権 者、 株 主構 成 の変 化  ①債権放棄と 
    ②､③増資等による

財務の改善 A 社 新株主等 A 社  
↓ ↓   

債権放棄 ②増資   
 ③融資    

 

 

 

(2)-1 増減資(株主構成の変更) 
 

旧株主 新株主 株主構成の変更  ①､②によるオーナ

ーの交代による財

務の改善 
    

A 社  A 社  
↓     

①減資 ②増資    
 

 

 

(2)-2 株式の譲渡 
 

(旧株主)  
 

(B 社株主)  
 
 

(株主の変更)   
     B社の株式をA社が

現金で購入する A 社  A 社  
  

↓ 100％  
   

B 社  B 社   
 

 

 

  

Ｂ
社
株
式
を
Ａ
社
へ 

Ａ
社
か
ら
金
銭
を
受
取 
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(3)DES 説 明 
 

債務の資本化(負債→資本) 
 

B/S      
      

資産 負債 
△資本 → 資産 負債 

  
  
  

資本   
       

 

 

 

(4)DDS 
 

債務の劣後化(負債→長期化) 
 

B/S      
      

資産 負債 → 資産 負債 
  
  
  

劣後負債   
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(5)-2 株式移転 
 

(A 社株主)  (B 社株主)  (C 社、旧 A、B 社株主)  1 又は 2 以上の株式

会社(A 社、B 社)がそ

の発行済株式の全部

を新たに設立する C
社に取得させる方法

である(原則として A
～C 社の株主総会の

特別決議が必要) 

     
    新設 C 社  
   

↓ 100％（強制的）     
A 社  B 社  A 社 B 社 

      
      

 

 

(検討すべき課題) 
 
 
1. 共通支配下の取引の意味(合併) 

 
2. 親子会社間の合併、子会社同士の合併、同一の者(個人)に支配されている会

社同士の合併 
 

3. 同一の者(個人)の支配と適格合併 
 

4. №1～3 の場合(資産、負債の簿価引継)の繰越欠損金の引継 
 

5. 抱合せ株式消滅差損益についての別表四、五(一)の処理 
 

 

  

Ａ
社
株
式 

Ｃ
社
株
式 

Ｂ
社
株
式 

Ｃ
社
株
式 
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５．分社型の会社分割と現物出資 
 

 分割会社が、その事業について有する権利義務の全部又は一部を

他の会社（承継会社）に包括承継させる組織法上の行為であり、資

産、負債のみならず、従業員その他の権利義務を承継する。 

(1)会社分割は、事業に関する包括承継であり、現物出資は、金銭以

外の個別財産をもってする出資行為である。 

(2)現物出資は、原則として出資財産につき検査役の調査を必要とす

る。 

(3)対価として株式の交付を受けるという点で経済効果はよく似て

いる。 

(4)税制適格要件は、両者とも同じである。 

 ①100％支配関係 

 ②50％超で一定の条件 

 ③共同事業で一定の条件 
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６．消費税等の取扱い 
 

(1)会社分割は、事業の包括移転であるため、明確な対価関係はなく、

消費税の課税の対象外となる。 

(2)現物出資（事後設立）は、対価を得て行われる資産の譲渡として

課税対象取引となる。 

(3)不動産取得税については、ともに非課税規定が設けられている。 

 ①対価として、承継法人の株式以外の資産が交付されないこと 

 ②分割により、事業の主要な資産、負債が移転していること 

 ③分割事業が引続き営まれること 

 ④従業員の 80％基準 

 ⑤現物出資（事後設立）の場合は、新設法人に限る等の条件 
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７．ＤＥＳ（疑似ＤＥＳ） 
 

 

(1)DES の意義 
 

 会社に対する金銭債権を現物出資する方法による新株発行。債務

の資本化であり、債務と交換に株式を発行することをいう。債権者

からみた場合は、債権の株式化ということができる。 
 

現物出資方式と新株払込方式の比較 

 現物出資方式 新株払込方式 

手続の方式 
債権を現物出資する

手続により行う 

債権者(企業)が第三者割当増

資を行い、債権者(金融機関等)

から払い込まれた増資資金を

借入金の返済のために債権者

に支払う。 

税務上の処理 

債権者が取得する株

式の取得価額は、その

債権の時価による※ 

増資資金で債務者の株式を取

得し、債務者からは債務の返済

を受ける形となっており、課税

関係は原則として生じない。 

※ 法人税法施行令 119 条 1 項 2 号 
 
 

(2)親子会社における DES 
 

 赤字（子）会社に対する債権を、当該赤字（子）会社に対して、

現物出資することをいう。 

 赤字子会社の場合には、それが適格現物出資（100％グループ内等）

に該当するのか、否かが問題になる。 

 この場合、ＤＥＳが事業の移転を伴わない現物出資であることか

ら、100％グループ内の現物出資であれば、適格現物出資に該当し、

それ以外の場合は非適格となる場合が多い。 

(1)親会社債権の評価 

子会社株式 10  子会社債権 100 

貸倒損失 90 ※   

(2)子会社の受入債権の評価 

親会社債務 100  資本金等 10  

   債務消滅益 90 ※ 

※税務上の問題  
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(3)DES の税務処理 
 

① 債務消滅益の問題(債務者)(MN の場合) 

債権の時価相当額について資本金等の額を増加させると考え

ると、消滅債務との差額は債務消滅益となる。 

債務消滅益を益金とすると、青色欠損金及び期限切れ欠損金の

充当が認められなければ問題が生ずる。(関根先生解答参照) 
 

 

(4)DDS の場合 
 

 金融検査マニュアルにおいて資本とみなされる(償還条件が5年超

等の借入金)だけであり、法人税法上は、債権のままであるため原則

として課税問題は発生しない。 
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DES の結果について 
 

H24.12.28 
 
 

A 社 直前期貸借対照表（時価）   
     A 社はオーナー株主 B の同

族会社で、B は自己の貸付

金 300を免除してA社の債

務超過状態を解消したいと

考えています。会社更生法 
等法的処理ではありませ

ん。 

資産 50 負債 350   
  (内訳 B 借入金 300 

その他借入金 50) 
 

  資本金等 100  
  欠損金 △400  
合計 50 合計 50  

    債務超過 △300 状態 
 

(会計上の仕訳) 

 

① 借入金 300  資本金等 300  A 社の代表者 B が、A 社に

対する貸付金 300 を DES
により資本に振替える 

       
(税務上の仕訳)  
  
② 資本金等 300  債務消滅益 300  

 
 

A 社 DES 直後貸借対照表（時価）   
      

資産 50 
負債 50   

(内訳 その他借入金 50 )   
資本金等 400   

  欠損金 △400  債務超過 0 状態 
合計 50 合計 50   

 
 
(質問等) 

1. A 社に青色欠損金は、ほとんどありません。 
2. ②の税務上の利益は、A 社の課税利益とならざるを得ないのでしょうか？ 

(法法 2 十六、法令 8①一) 
 

 債務超過会社へのＤＥＳについて、債務消滅益課税が行われると解説されてます。 
 しかし、実務では、経営者の融資金をＤＥＳしても、債務消滅益課税は行われてません。 
 理由は次の２つです。 
 １ 債権の時価の算定が不可能なこと。 
 ２ 擬似ＤＥＳを実行すれば債務消滅益課税が行えないこと。 
 債務消滅益課税が行われるのは、仮に１億円の債権を、サービサーから１０００万円で購

入してきてＤＥＳする場合です。 
 ただ、絶対に安全な手法を考えるのであれば擬似ＤＥＳを実行すべきです。 
 つまり、現金で出資し、その後、債務の弁済をする。 
 可能なら、出資額と、返済額を、微妙に変えることです。 



























    1 

微分方程式 
 

平成 26年 11 月 17 日 

 

参考図書（微分と積分なるほどゼミナール 岡部恒治著 S58.6 壮光舎印刷刊） 

    （すぐわかる微分方程式 石村園子著 1997.8 東京図書刊） 

    （微積分のはなし 大村平著 1985.3 日科技連刊） 

 

１． 将来予測 
 

(1)化石－放射性元素 

半減期 y1=-ky 

減る速度 y1は、現在量 y と比例する。 

これを積分すると、現在量 y が求められる。y=c･e-ky 
 

(2)刺激と反比例 

① 刺激が変化するとき、その変化に対する敏感度は、もとの刺激の大きさ

に反比例する。（ポルノ映画の製作会社） 

② 台風の進路予想 ベクトル（その点で進むべき方向と速さ） 

③ 解曲線（ベクトルを接線として持つような曲線） 

④ 風の流れ、民族の大移動 

 

(3)限界速度 

落下物は空気の抵抗がないものとすると、落下距離の√に比例して落下速

度が増大する。 

ビルの屋上から落したリンゴの質量を m とすると、その作用している引力

はmg（gは、地表付近の物体を引きつける重力の加速度で9.8m/sec2である。） 

m = 푚푔   はリンゴが地面へ向う速度の変化率（加速度） 

しかし、空気抵抗が落下をやめさせる方に作用する。 

空気抵抗の強さは物体の速度が比較的遅いうちは速度にほぼ比例し、物体

の速度が速くなると速度の 2 乗に比例する。 

従って、空中を落下する物体がある速度になると、引力と空気抵抗の力が

ちょうどバランスして、それ以上速度が増大しなくなる。 

これを限界速度という。（パラシュートでの落下速度） 

m = 푚푔 − 푘     푘 は空気抵抗 

は速度であり、 = vとすると 

m
푑푥
푑푡
v = mg − kv 
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２． コスモスの増え方 
 

(1)増える割合は、その時のコスモスの数に比例する。 

比例定数は m 

 

(2)x 年目に y 本になったとすると、 
dy
dx

= my 

初期条件 y(1)=1 

 

(3)解く 

y=e ( ) 

 

(4)解がデータに合っているか 

経済・社会現象の解明 

↓ 

モデル化 

↓ 

数式化 

（微分方程式） 

↓ 

解 く 

↓ 

解の関数がデータと 

よく合っているか？ 

現象をよく表しているか？ 

↓ 

予 測 
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（푦 を計算して、微分方程式の左辺に代入し、0 になることを示せばよい） 

y = x + 푥、푦 = 2x＋1（y = x + 푥）より 

푥푦 －2y＋x = x(2x + 1) − 2(푥 + x) + x 
= 2푥 + x − 2x − 2푥 + 푥 = 0 
故に解である。 

 

 

 

 

 

(푒 ) = 푎푒 , ㏒푥 =
1
푥
 

푦 = 푒 → 푦 = 2e なので 

푦 －2y = 2e − 2e = 0 
故に解である。 

 

 

 

 

 

y = 2x − 3푥 → 푦 = 4x − 3 
푦 = 4 
なので 

x 푦 − 2푥푦 + 2푦 = 푥 (4) − 2푥(4푥 − 3) 
+2(2푥 + 3푥) = 0 
故に解である。 

  

例 題 

y = x + 푥が、微分方程式푥푦 －2y＋x = 0の解であることを示す 

例 題 

y = e が、微分方程式푦 －2yの解であることを示す 

例 題 

y = 2x − 3푥が、微分方程式x 푦 －2xy + 2푦 = 0の解であることを示す 
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３． 微分方程式の解き方 

（代数方程式） 

方程式を解く ― その方程式を満足させる未知数を見い出す 

（微分方程式） 

微分方程式を解く ― その方程式が成立するような関数の形を見い出す 

 

時間 t、速度 v、落下距離 x 

푚 = 푚푔 − 푘푣 ― ① 

푚 = 푚푔 − 푘푣  ― ② 

のように、導関数を含んだ方程式を、微分方程式という。 

 

は、1 階の導関数 

 

は、2 階の導関数 

 

は、n 階の導関数 

 

 

これに対して、 

は、1 次の導関数 

は、2 次の導関数 

 

は、n 次の導関数と呼ぶ 

 

は、1 階 1 次の導関数 

は、2 階 3 次の導関数 

は、n 階 m 次の導関数と呼ぶ 
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４． 変数分離形 

抵抗を受けながら落下する物体の運動方程式 

푚
dv
dt

= mg − kv 

この両辺を mで割ると 
dv
dt

=
푚푔 − 푘푣

푚
 

さらに変形すると 
푚

푚푔 − 푘푣
푑푣 = 푑푡 

これは푓(푣)푑푣 = g(푡)푑푡の形となっている。 

 

左辺は v だけの関数なので v で積分することができ、右辺は t だけの関

数なので t で積分することができる。 

両辺をそれぞれ積分すると 
푚

푚푔 − 푘푣
푑푣 = 푑푡 

∴− ㏒(푚푔 − 푘푣) = 푡 + 푐 

∴㏒(푚푔 − 푘푣) = − (푡 + 푐) 

∴푚푔 − 푘푣 = 푒 ( )
 

∴v = 푚푔 − 푒 ( )
 

となり、v を t の関数として表わせる。 

これを微分方程式の一般解という。 

 

 

複利の計算 

ある瞬間の現在高に比例して利息が付加されていく場合の総額を푥(푡)で
表わし、 
dx
dt

= 푎푥 

により푥(푡)の変化を明らかにする。 

 

この式は変数分離形の微分方程式で、x の関数と t の関数を 

= 푎푑푡と両辺に分離し、 

dx
x
= =푎푑푡 

∴㏒푥 = 푎푡 + 푐 
t=0 のとき、x=A として 

푥 = 퐴푒  

細菌の増殖、細胞の分裂、複利の元利合計など  
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５． 減衰曲線 

温度のある物体の温度の下り方 

 − = 푘푇、 = −푘푇 

 Ｔ：外気との温度差、t：時間 

ある瞬間の温度差Ｔに比例して、Ｔが減少するので にマイナスがつい

ている。 

 

水中に射し込む光は、途中でだんだん吸収されてしまう。方程式に書け

ば 

 = −푘퐵 

 Ｂ：明るさ、ｘ：水深   
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６． 複利計算 

生れたねずみがぜんぶ育つものと仮定すると、1 つがいのねずみは 1 年後

には 7,000 匹、3 年後には 3 億匹に増えるという。 

 

複利で増加してゆく量をｘとすると、 

ｘは時間の経過につれて増大してゆく、 

ある瞬間にｘが増加する割合は、そのときのｘに正比例する。 

 

すなわち
ｘ = 푎푥の関係がある。 

 

元利合計ｘに比例して利息がつき、増加する。 

つまり、
ｘ
は元利合計の増加率（単位期間に付加される利息）を表わし、

ａは利率を、ｘはそのときの元利合計を表わしている。 



会計と経営のブラッシュアップ 予定 
 

  

期間：H26.10～12 H26.11.17 
H26.11.01 
H26.10.01 

改訂日 H26.09.18 
 
 

  

実績 第 1 回 10/1 グループ法人会計／D①②／微分 
    
 第 2 回 6 株式交換の会計税務／D③④／積分 
    
 第 3 回 13 連結決算／D⑤⑥／指数・対数 
    
 第 4 回 20 ガバナンス／D⑦⑧／最大・最小 
    
 第 5 回 27 経営と会計／D⑨⑩／グラフ 
    
 第 6 回 11/3 資産会計／D⑪⑫／対数ℓ 
    
 第 7 回 10 負債会計／D⑬⑭／ベクトル 
    
 第 8 回 17 企業組織再編／D⑮⑯／微分方程式 
    
 第 9 回 24 企業評価／D⑰⑱⑲／三角関数 
    
 第 10 回 12/1 社会福祉法人会計／D⑳㉑／確率・統計 
    
 第 11 回 8 消費税増税／D㉒㉓／Excel 関数 
    
 第 12 回 15 金融商品会計／D㉔㉕㉖／Excel グラフ 
    
 第 13 回 22 B/S P/L C/F／D㉗～㉚／微分方程式 

 
 

ToDo： (1) 実例の取り込み 
 (2) 最新に改訂 


